
動物の輸出入検疫速報（令和８年２月分）

(単位：頭、羽）

用　途 輸　入 輸　出
　乳用繁殖用 - -
　肉用繁殖用 - -
　肥育用 - -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -
　繁殖用 80 -
　その他 - -

　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - 2

　繁殖用 11 1
　乗用 10 -
　競走用 18 24
　肥育用 297 -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -

　その他の馬科 - -

　うさぎ 388 19

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 56,948 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵（個） - -

　蜜蜂（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） 6,237

　犬 650 565
　猫 325 307
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル -

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。

　牛

　豚

　馬



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,170,884 1,146,614 2,144 23,050 - - 2,342,692

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

35,838,658 81,687,854 1,824,832 110,615 3 1,397 53

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類肉
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

743,239 - 176,368 14,265 702,501 508,470 34,213

加熱処理
ベーコン

馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理

その他の肉

22 399,144 8,687 49,973,026 - 910,943 3,109,630

加熱処理
家きん肉

加熱処理
その他の家きん肉

計

36,404,090 3,316,493 215,764,502

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他の
偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

40,356 33,466 28,858 - - - 65,641

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家きん臓器・消化管等

2,326,686 - 378,648 3,407,221 180 - 189,534

加熱処理その他
の家きん臓器

計

1,610 6,472,199

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

1,301,637 733,931 - 2,035,568

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,665,324 29,292 - - 19,430 - 24,740

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

30,420 - - 1,769,206

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- 3,950 - 1,919 - 1,065 3,648

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 52,419 72 - 63,073

チーズ バター
偶蹄類動物の
飼料用乳製品

その他の
乳製品

計

17,813,257 2,245,460 5,724,651 6,658,006 32,441,374

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

159,627 28,223 - - 187,850

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

54,385 - 2 2

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

18,903,640 - 75,680 18,979,320

総計

280,055,784

資料）動物検疫所調べ

(注）

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

１１．類別の計は、集計対象が無い場合「0」と記す。

１．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。
　　また、数量についてはことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した
　　処理施設で一定の加熱処理がなされたもの。なお、家きん肉由来のものは含まない。

８．「家きん加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ
　　鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコンである。

皮類

毛類

乳製品類

ミール類

その他
畜産物

わら類

卵類

　輸入畜産物検疫数量速報（令和８年２月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

3,550 - - - - - -

その他の骨 計

- 3,550

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

938,763 141,064 - - - - 5

ソーセージ ベーコン 馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉 その他の肉

34 - 2 - 174,400 - 22,632

計

1,276,900

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類の

臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

55 1,000 - 562 1,215 - 1,960

非加熱
その他の臓器

計

- 4,791

殻付卵 液卵 その他の卵 計

1,625,379 180 1,458  1,627,016

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

991,980 5,044,639 - - - - -

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 6,036,619

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- - - - - - -

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 22,707 - - 22,707

チーズ バター
偶蹄類動物の飼料

用乳製品
その他の
乳製品

計

- 218 - 242,989 243,207

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - - 0

総計

9,214,790

資料）動物検疫所調べ

(注）

２．携帯品・郵便物として輸出されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．総計に「その他の畜産物」は含めない。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵、未受精卵は含めない。

８．類別の計は、集計対象が無い場合「0」と記す。

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

皮類

毛類

乳製品類

ミール類

その他
畜産物

１．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。
　　また、数量についてはことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

卵類

　輸出畜産物検疫数量速報（令和８年２月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類


